
独立行政法人国立高等専門学校機構保有個人情報の開示等に関する取扱規則 

 

独立行政法人国立高等専門学校機構規則第６６号 

制  定 平成１７年 ４月 １日 

一部改正 平成１９年 ３月３０日 

一部改正 平成２３年１０月２６日 

一部改正 平成２５年 ２月１４日 

一部改正 平成２７年１２月 ２日 

一部改正 令和 ２年 ７月３１日 

一部改正 令和 ４年 ３月１１日 
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（目的） 

第１条 独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「機構」という。）における保有する個人情報の

開示等に係る取扱いについては，個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下

「法」という。）その他の法令又は別に定めるもののほか，この規則の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この規則において「個人情報」，「保有個人情報」，「個人情報ファイル」，「本人」及び

「行政機関等」とは，それぞれ法第２条及び第６０条に規定するものをいう。 

２ この規則において「個人情報保護窓口」とは，機構本部事務局及び各学校（以下「各学校等」と

いう。）における保有個人情報の保護担当窓口をいう。 

３ この規則において「オンラインによる方法」とは，電子情報処理組織を使用する方法その他の情

報通信の技術を利用する方法であって，個人情報の保護に関する法律施行規則（平成２８年個人情

報保護委員会規則第３号）第３３条に定める電磁的方法をいう。 

 

（決定権者） 

第２条の２ 理事長は，機構における保有個人情報に係る開示請求に対する開示又は不開示の決定，

訂正請求に対する決定，利用停止請求に対する決定（以下「開示等の決定」という。）及び審査請

求に対する決定を行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，各学校の保有個人情報の開示等の決定については，当該保有個人情報

を保有している学校の校長が行うものとする。この場合において，第５条，第６条，第１１条及び

第１５条中「理事長」とあるのは「校長」と読み替え，文書の名義は機構とする。 

３ 校長は，前項の規定により開示等の決定をした場合は，開示請求書及び決定通知書等の写しを理

事長に送付するものとする。 

 

（開示請求の受付） 

第３条 保有個人情報について，開示請求があった場合は，個人情報保護窓口において，次に定める

ところにより受け付けるものとする。 

 （１）開示請求を受け付けるときは，開示請求をする者に保有個人情報開示請求書（別記様式第１

号。以下「開示請求書」という。）を提出させるとともに，次号により開示請求をする者が，



保有個人情報の本人であること（法第７６条第２項の規定による開示請求にあっては，開示請

求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること。）を確認したうえ，開示請求に係る手

数料（以下「開示請求手数料」という。）を徴収するものとする。この場合において，開示請

求書に形式上の不備があるときは，開示請求をした者（以下「開示請求者」という。）に参考

となる情報を提供し，その補正を求めることができるものとする。 

 （２）開示請求における本人確認は，次に掲げる書類のいずれかを提示させ，又は提出させて行う

ものとする。 

   ① 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び

住所又は居所が記載されている運転免許証，健康保険の被保険者証，行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下

「番号法」という。）第２条第７項に規定する個人番号カード，住民基本台帳法（昭和４

２年法律第８１号）第３０条の４４第１項に規定する住民基本台帳カード，在留カード又

は特別永住者証明書（これらの書類とみなされる外国人登録証明書）その他法律又はこれ

に基づく命令の規定により交付された書類であって，当該開示請求をする者が本人である

ことを確認するに足りるもの 

   ② ①に掲げる書類について開示請求をする者のやむを得ない理由により提示し，又は提出す

ることができない場合にあっては，当該開示請求をする者が本人であることを確認するた

め機構が適当と認める書類 

 （３）送付により開示請求が行われる場合には，前号の規定にかかわらず，同号①又は②に掲げる

書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住民票の写しその他その者が前号に

掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして機構が適当と認める書類（開示請求

をする日前３０日以内に作成されたものに限る。）を提出させるものとする。 

 （４）法第７６条第２項の規定により法定代理人から開示請求が行われる場合には，戸籍謄本その

他その資格を証明する書類（開示請求をする日前３０日以内に作成されたものに限る。）を提

示させ，又は提出させるものとする。 

 （５）開示請求をした法定代理人が，当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資

格を喪失したときは，直ちに，書面でその旨を届け出させるものとする。 

 （６）前号の規定による届出があったときは，当該開示請求は，取り下げられたものとみなす。 

 （７）開示請求書を受理したときは，開示請求者に開示請求書の写しを交付するものとする。 

 

（開示等の検討） 

第４条 理事長は，保有個人情報の開示又は不開示（以下「開示等」という。）について決定するに

当たって，当該保有個人情報を保有する各学校等の長の意見を求めることができるものとする。 

２ 理事長は，必要と認めるときは，関係職員を構成員とする個人情報保護検討部会（以下「検討部

会」という。）を開き，意見を求めることができるものとする。 

 

（開示等の決定） 

第５条 理事長は，法第７７条第３項の規定する補正に要した日数を除き，開示請求があった日から

３０日以内に開示等の決定をするものとする。 

２ 理事長は，法第８３条第２項の規定により開示等の決定を更に３０日以内の期間で延長するとき

は，保有個人情報開示決定等期限延長通知書（別記様式第２号）により当該開示請求者に通知する

ものとする。 



３ 理事長は，法第８４条の規定により開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分を除く残り

の部分について，決定する期間を延長するときは，保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書

（別記様式第３号）により当該開示請求者に通知するものとする。 

４ 理事長は，法第８５条第１項の規定により事案を他の行政機関等に移送するときは，保有個人情

報の開示請求に関する事案の移送について（別記様式第４号）により当該行政機関等に通知すると

ともに保有個人情報の開示請求に関する事案の移送通知書（別記様式第５号）により当該開示請求

者に通知するものとする。 

５ 理事長は，法第８６条第１項の規定により第三者から意見を聴取するときは，保有個人情報の開

示請求に関する意見の照会書（別記様式第６号）により当該第三者に通知し，保有個人情報の開示

等に関する意見書（別記様式第７号。次項において「意見書」という。）を提出する機会を与える

ことができるものとする。 

６ 理事長は，法第８６条第２項の規定により第三者から意見を聴取するときは，保有個人情報の開

示請求に関する意見の照会書（別記様式第８号）により当該第三者に通知し，意見書を提出する機

会を与えなければならない。ただし，当該第三者の所在が判明しない場合はこの限りでない。 

７ 理事長は，法第８６条第３項の規定により第三者の意に反して開示するときは，反対意見書に係

る保有個人情報の開示決定通知書（別記様式第９号）により当該第三者に通知しなければならない。 

８ 理事長は，法第８２条の規定により開示等の決定をしたときは，保有個人情報開示決定通知書

（別記様式第１０号）又は保有個人情報不開示決定通知書（別記様式第１１号）により当該開示請

求者に通知しなければならない。 

 

（開示の実施） 

第６条 保有個人情報の開示は，当該保有個人情報が，文書，図画又は電磁的記録に記録されている

ときは，別表１に定める閲覧，写しの交付等の方法により行う。ただし，閲覧の方法による保有個

人情報の開示にあっては，理事長は当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障

を生ずるおそれがあると認められるとき，その他正当な理由があるときは，その写しにより，これ

を行うものとする。 

２ 理事長は，法第８７条第３項の規定により保有個人情報の開示を受ける者から保有個人情報の開

示の実施方法等申出書（別記様式第１２号）が提出されたときは，開示を受ける者の便宜を図って

開示を実施するものとする。 

３ 開示を受ける者が保有個人情報の写しの送付による開示の実施を希望する場合は，個人情報保護

窓口において当該保有個人情報の写しを送付するものとする。 

 

（移送された事案） 

第７条 法第８５条第２項の規定により他の行政機関等から移送された事案に係る開示等の検討及び

決定並びに開示の実施については，第４条から前条までの規定に準じて行うものとする。 

 

（開示請求手数料） 

第８条 開示請求手数料は，開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書１件につき，３

００円を徴収する。 

２ 開示請求をする者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書に記録されている保有個人情

報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは，前項の規定の適用については，当該複数の法

人文書を１件の法人文書とみなす。 



 （１）一の法人文書ファイル（能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存目的を達成

するためにまとめられた，相互に密接な関連を有する法人文書（保存期間が１年以上のもの）

であって，当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。）にまとめられた複数の

法人文書 

 （２）前号に掲げるもののほか，相互に密接な関連を有する複数の法人文書 

３ 開示請求手数料は，開示請求をする者が銀行振込，現金，小切手又は郵便為替証書等により納入

しなければならない。この場合において，納入にかかる手数料は開示請求をする者の負担とする。 

４ 保有個人情報の開示を受ける者は，郵送料を納入して，法人文書の写しの送付を求めることがで

きる。この場合において，当該郵送料は，郵便切手で納入しなければならない。 

５ 前項の規定にかかわらず，保有個人情報の開示を受ける者は，オンラインによる方法での法人文

書の写しの送付を求めることができる。 

 

（訂正請求の受付） 

第９条 保有個人情報の開示を受けた者から，当該保有個人情報の訂正（追加又は削除を含む。以下

同じ。）の請求があった場合は，個人情報保護窓口において次に定めるところにより受け付けるも

のとする。 

 （１）訂正請求を受け付けるときは，訂正請求をする者に保有個人情報訂正請求書（別記様式第１

３号。以下「訂正請求書」という。）を提出させるとともに，訂正請求をする者が，保有個人

情報の本人であること（法第９０条第２項の規定による訂正請求にあっては，訂正請求に係る

保有個人情報の本人の法定代理人であること。）を確認するものとする。この場合において，

訂正請求書に形式上の不備があるときは，その補正を求めることができる。 

 （２）前号の訂正請求は，保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内のものでなければならな

い。 

 （３）訂正請求書を受理したときは，訂正請求した者（以下「訂正請求者」という。）に訂正請求

書の写しを交付するものとする。 

 

（訂正等の検討） 

第１０条 理事長は，保有個人情報の訂正を行うかどうか（以下「訂正等」という。）を決定するに

当たって，当該保有個人情報を保有する各学校等の長の意見を求めることができるものとする。 

２ 理事長は，必要と認めるときは，第４条第２項に規定する検討部会を開き，意見を求めることが

できるものとする。 

 

（訂正等の決定） 

第１１条 理事長は，法第９１条第３項に規定する補正を要した日数を除き，訂正請求があった日か

ら３０日以内に訂正等の決定をするものとする。 

２ 理事長は，法第３１条第２項の規定により訂正等の決定を更に３０日以内の期間で延長するとき

は，保有個人情報訂正決定等延長通知書（別記様式第１４号）により当該訂正請求者に通知しなけ

ればならない。 

３ 理事長は，法第９４条の規定により訂正等を決定する期間を延長するときは，保有個人情報訂正

決定等期限特例延長通知書（別記様式第１５号）により当該訂正請求者に通知しなければならない。 

４ 理事長は，法第９６条第１項の規定により事案を他の行政機関等に移送するときは，保有個人情

報の訂正請求に関する事案の移送について（別記様式第１６号）により当該行政機関等に通知する



とともに，保有個人情報の訂正請求に関する事案の移送通知書（別記様式第１７号）により当該訂

正請求者に通知しなければならない。 

５ 理事長は，法第９３条の規定により訂正等の決定をしたときは，保有個人情報訂正決定通知書

（別記様式第１８号）又は保有個人情報不訂正決定通知書（別記様式第１９号）により，当該訂正

請求者に通知しなければならない。 

６ 理事長は，法第３５条の規定による保有個人情報の提出先への通知は，提供保有個人情報の訂正

決定通知書（別記様式第２０号）により行うものとする。 

 

（移送された事案） 

第１２条 法第９６条第２項の規定により他の行政機関等から移送された事案に係る訂正等の検討及

び決定並びに訂正の実施については，第１０条から前条までの規定に準じて行うものとする。 

 

（利用停止請求の受付） 

第１３条 保有個人情報の開示を受けた者から，当該保有個人情報の利用停止，消去又は提供の停止

（以下「利用停止」という。）の請求があった場合は，個人情報保護窓口において次に定めるとこ

ろにより受け付けるものとする。 

 （１）利用停止の請求を受け付けるときは，利用停止請求をする者に保有個人情報利用停止請求書

（別記様式第２１号。以下「利用停止請求書」という。）を提出させるとともに，利用停止請

求をする者が，保有個人情報の本人であること（法第９８条第２項の規定による利用停止請求

にあっては，利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること。）を確認する

ものとする。この場合において，利用停止請求書に形式上の不備があるときは，その補正を求

めることができる。 

 （２）前号の利用停止請求は，保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内のものでなければな

らない。 

 （３）利用停止請求書を受理したときは，利用停止請求をした者（以下「利用停止請求者」とい

う。）に利用停止請求書の写しを交付するものとする。 

 

（利用停止の検討） 

第１４条 理事長は，保有個人情報の利用停止を行うかどうか（以下「利用停止等」という。）を検

討するに当たって，当該保有個人情報を保有する各学校等の長の意見を求めることができるものと

する。 

２ 理事長は，必要と認めるときは，第４条第２項に規定する検討部会を開き，意見を求めることが

できるものとする。 

 

（利用停止の決定） 

第１５条 理事長は，法第９９条第３項の規定する補正に要した日数を除き，利用停止請求があった

日から３０日以内に利用停止等の決定をするものとする。 

２ 理事長は，法第１０２条第２項の規定により利用停止等の決定を更に３０日以内の期間で延長す

るときは，保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書（別記様式第２２号）により当該利用停止

請求者に通知しなければならない。 

３ 理事長は，法第１０３条の規定により利用停止等を決定する期間を延長するときは，保有個人情

報利用停止決定等期限特例延期通知書（別記様式第２３号）により当該利用停止請求者に通知しな



ければならない。 

４ 理事長は，法第１０１条の規定により利用停止等の決定をしたときは，保有個人情報の利用停止

決定通知書（別記様式第２４号）又は保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書（別記様式

第２５号）により当該利用停止請求者に通知しなければならない。 

 

（訂正請求及び利用停止請求に関する本人確認手続き等） 

第１６条 第３条第２号から第６号までの規定は，訂正請求及び利用停止請求について準用する。 

 

（審査請求） 

第１７条 理事長は，開示決定等，訂正決定等，利用停止決定等又は開示請求，訂正請求若しくは利

用停止請求に係る不作為について行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）に基づく審査請求が

あり，必要と認めるときは，第４条第２項に規定する検討部会を開き，意見を求めることができる

ものとする。 

２ 理事長は，法第１０５条第１項各号のいずれかに該当する場合を除き，情報公開・個人情報保護

審査会（以下「審査会」という。）に対し諮問書（別記様式第２６号）により諮問する。 

３ 理事長は，前項の規定により審査会へ諮問した場合は，法第１０５条第２項各号に掲げる者に対

し，情報公開・個人情報保護審査会への諮問通知書（別記様式第２７号）により通知しなければな

らない。 

４ 理事長は，審査会の答申に基づき，当該審査請求に対する裁決を行うものとし，審査請求人に対

し，その裁決した旨を通知する。 

 

（苦情処理） 

第１８条 理事長は，機構における個人情報の取扱いに関する苦情及び相談を受け付けるための窓口

を設置するものとする。 

２ 前項に規定する苦情及び相談の受け付け等を行う窓口を各学校等に設置するものとする。 

３ 苦情を受け付けたときは，関係する保護管理者は当該苦情に関する当該個人情報の取扱いの状況

等を迅速に調査し，その適切かつ迅速な処理について，総括保護管理者及び総括管理者に協議する

ものとする。 

 

（雑則） 

第１９条 この規則に定めるもののほか，保有個人情報の開示等の取扱いに関し，必要な事項は別に

定める。 

 

（特定個人情報の特例）    

第２０条 保有個人情報のうち，その内容に個人番号（番号法第２条第５項に規定する個人番号をい

う。）を含む個人情報に関しては，第１１条第４項から第６項まで及び第１２条は適用しないもの

とし,次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，同表の下欄に掲げる字句とする。 

 



 

（電磁的処理） 

第２１条 この規則に定める手続きのうち，別表２に掲げるものについては，書面による方法のほか，

オンラインによる方法が行えるものとする。 

 

 

 

   附 則（平成１７年４月１日 制定） 

 この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成１９年３月３０日 一部改正） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 

（「入学者選抜に係る保有個人情報の開示等に関する取り扱いについて」の廃止） 

２ 「入学者選抜に係る保有個人情報の開示等に関する取り扱いについて」（平成１６年４月１日理

事長裁定）は，廃止する。 

 

   附 則（平成２３年１０月２６日 一部改正） 

読み替えられる規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第３条第１項第１号 法定代理人 代理人

第３条第１項第４号

及び第５号

第９条第１号

第１３条第１号

第３条第１号第４号 戸籍謄本 戸籍謄本，委任状

第８条第１項 徴収する 徴収する。ただし，理事長は，開示請求者

から開示請求手数料の免除申請書（別記様

式第３０号）により当該手数料の免除の申

し出があり，かつ開示請求者に経済的困難

その他特別の理由があると認めるときは，

当該手数料を免除することができる。この

場合において，理事長は，当該手数料につ

いての決定をしたときは，開示請求手数料

免除決定通知書（別記様式第３１号），又

は開示請求手数料の免除をしない旨の決定

通知書（別記様式３２号）により開示請求

者に通知しなければならない



 この規則は，平成２３年１０月２６日から施行する。 

 

   附 則（平成２５年２月１４日 一部改正） 

 この規則は，平成２５年２月１４日から施行する。 

 

   附 則（平成２７年１２月２日 一部改正） 

 この規則は，平成２７年１２月２日から施行する。 

 

   附 則（令和２年７月３１日 一部改正） 

 この規則は，令和２年７月３１日から施行する。 

 

附 則（令和４年３月１１日 一部改正） 

この規則は，令和４年３月１１日から施行し，令和３年４月１日から適用する。 

 

附 則（令和４年７月１４日 一部改正） 

この規則は，令和４年７月１４日から施行し，令和４年４月１日から適用する。 

 

附 則（令和５年６月１６日 一部改正） 

この規則は，令和５年６月１６日から施行する。 

 



別表１（第６条関係） 

 

保有個人情報が

記録されている

法人文書の種別 

 

 

 

開示の実施方法 

 

１．文書又は図 

画（２の項か 

ら４の項まで 

又は９の項に 

該当するもの 

を除く。） 

 

 

 

① 当該文書又は図画の閲覧 

② 当該文書又は図画を複写機により日本産業規格Ａ列３番（以

下「Ａ３判」という。）以下の大きさの用紙に複写したもの。

ただし，これにより難い場合にあっては，当該文書若しくは図

画を複写機により日本産業規格Ａ列１番（以下「Ａ１判」とい

う。）若しくは日本産業規格Ａ列２番（以下「Ａ２判」とい

う。）の用紙に複写したもの又は当該文書若しくは図画を撮影

した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付。 

③ オンラインによる方法。 

 

 

２．マイクロフ 

ィルム 

 

 

 

 

 

 

① 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただ  

し，これにより難い場合にあっては，当該マイクロフィルムを

Ａ１判以下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧。 

② 当該マイクロフィルムを日本産業規格Ａ列４番（以下「Ａ４  

判」という。）の用紙に印刷したもの。ただし，これにより難

い場合にあっては，Ａ１判，Ａ２判又はＡ３判の用紙に印刷し

たものの交付。 

 

 

３．写真フィル 

ム 

 

 

 

① 当該写真フィルムを印画紙（縦 89ｍｍ，横 127ｍｍのもの又

は縦 203ｍｍ，横 254ｍｍのものに限る。以下同じ。）に印画し

たものの閲覧。 

② 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの交付。 

 

 

４．スライド 

（10 の項に規定 

するものを除 

く。） 

 

 

① 当該スライドを専用機器に映写したものの閲覧。 

② 当該スライドを印画紙に印画したものの交付。 

 

 

 

５．録音テープ 

（10 の項に規定

 

① 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生した

ものの聴取。 



するものを除

く。）又は録 

音ディスク 

② 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ（日

本産業規格Ｃ5568 に適合する記録時間 120 分のものに限る。）

に複写したものの交付。 

 

 

６．ビデオテー 

プ又はビデオ 

ディスク 

 

 

 

① 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生

したものの視聴。 

② 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテー

プ（日本産業規格Ｃ5581 に適合する記録時間 120 分のものに限

る。以下同じ。）に複写したものの交付。 

 

 

７．電磁的記録 

（５の項，６の 

項，８の項又 

は９の項に該 

当するものを 

除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に掲げる方法であって，機構がその保有するプログラム（電子

計算機に対する指令であって，一の結果を得ることができるように

組み合わされたものをいう。８の項において同じ。）により行うこ

とができるもの。 

 ① 当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に出力したもの   

の閲覧。 

 ② 当該電磁的記録を専用機器（開示を受ける者の閲覧又は視聴   

の用に供するために備え付けられているものに限る。）によ

り再生したものの閲覧又は視聴。 

 ③ 当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に出力したもの   

の交付。 

 ④ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ（日本  

産業規格Ｘ6223 に適合する幅 90ｍｍのものに限る。）に複写

したものの交付。 

 ⑤ 当該電磁的記録を光ディスク（日本産業規格Ｘ0606 及びＸ62  

81 に適合する直径 120ｍｍの光ディスクの再生装置で再生す

ることが可能なものに限る。）に複写したものの交付。 

 ⑥ オンラインによる方法。 

 

 

８．電磁的記録 

（７の項④又は 

⑤に掲げる方 

法による開示 

の実施をする 

ことができな 

い特性を有す 

るするものに 

限る。） 

 

 次に掲げる方法であって，機構がその保有する処理装置及びプロ

グラムにより行うことができるもの。 

 ① ７の項の①～③までに掲げる方法。 

② 当該電磁的記録を幅 12.7ｍｍのオープンリールテープ（日本 

産業規格Ｘ6103，Ｘ6104 又はＸ6105 に適合する長さ 731.52ｍ 

のものに限る。）に複写したものの交付。 

③ 当該電磁的記録を幅 12.7ｍｍの磁気テープカートリッジ（日 

本産業規格Ｘ6123及びＸ6132若しくはＸ6135又は国際標準化機

構及び国際電気標準会議の規格（以下「国際規格」という。）



 

 

 

 

 

 

 

 

14833，15895 若しくは 15307 に適合するものに限る。）に複写

したものの交付。 

④ 当該電磁的記録を幅８ｍｍの磁気テープカートリッジ（日本

産業規格Ｘ6141 若しくはＸ6142 又は国際規格 15757 に適合する

ものに限る。）に複写したものの交付。 

⑤ 当該電磁的記録を幅 3.81ｍｍの磁気テープカートリッジ（日

本産業規格Ｘ6127，Ｘ6129，Ｘ6130 又はＸ6137 に適合するもの

に限る。）に複写したものの交付。 

 

 

９．映画フィル 

ム 

 

 

① 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴。 

② 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの

交付。 

 

 

10．スライド及 

び当該スライ 

ドの内容に関 

する音声を記 

録した録音テ 

ープを同時に 

視聴する場合 

 

 

① 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生した

ものの視聴。 

② 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに

複写したものの交付。 

 



 - 12 - 

別表２ 

規程 主な書類 オンラインによる方法 

第３条 

第９条 

第１３条 

開示請求書，本人確認書，法定代理人資格を証明

する書類 など 

※訂正等の受付及び利用停止請求の受付も同じ 

電子メール 

第５条 

第１１条 

第１５条 

保有個人情報開示決定通知書，保有個人情報開示

決定等期限延長通知書 など 

※訂正等の決定及び利用停止の決定も同じ 

電子メール 

第６条 開示文書、保有個人情報の開示の実施方法等申出

書 など 

電子メール又はファイ

ルサーバ 

 


